
議員提出議案第４号

保育所等の最低基準（職員配置・面積基準）と、保育士の処遇の抜本

的な改善を求める意見書の提出について

上記の議案を別紙のとおり琴浦町議会会議規則第１４条第１項及び第２

項の規定により提出する。

令和 ４年 ３月１８日 提 出

提出者 琴浦町議会議員 澤 田 豊 秋

賛成者 同 谷 田 順 子

同 前 田 智 章

同 小 椋 正 和

同 押 本 昌 幸

同 田 中 肇

同 金 光 敦

令和 ４年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



保育所等の最低基準（職員配置・面積基準）と保育士の処遇の

抜本的な改善を求める意見書

コロナ禍でも基本的に開所が求められている保育所等の施設では、感染対策をしなが

ら、子どもの命と健康を守り、発達を保障する保育が行われている。しかし、感染対策

を徹底することで日常の業務量が増え、また、保育の営みにおいては「密」を避けるこ

とは困難であることなどから、職員の精神的・肉体的な負担が大きくなり、このことが

保育士不足に拍車をかけている。

岸田政権が分配戦略の柱に掲げる保育士などに、令和４年２月から 3％程度（9,000
円）の賃上げを決定したが、貧しい保育士配置のなかで、わずかな賃上げでは処遇改善

には程遠いと言わざるを得ない。

コロナ禍への対応として、保育所等における「密」な環境を是正し、感染症対策を徹

底し、手厚い保育を行うためにも、保育所の施設・職員配置基準の改善が急務である。

小学校では、コロナ禍を受けて少人数学級化の全学年での実施が決まり、順次実施さ

れている。2021年度『学校基本調査』によれば、公立小学校の学級あたりの平均児童数
はすでに 22.7人になっており、今後 20人前後の学級が増えると予測されるが、小学生
よりも幼い乳幼児が長時間生活する保育所等の 4・5歳児の配置基準（子ども 30人に保
育士 1人）は 70年以上も放置されているのは由々しき事態と言わざるを得ない。
コロナ禍のなかで、保育環境の改善、職員の処遇改善を求める保護者、職員、地域住

民の声は大きくなっており、いまこそ国が責任をもって改善を進めることが求められて

いる。

よって、国におかれては、必要な財源を確保し、下記の事項について実現されるよう

強く要望する。

記

１．国は、「保育所等の最低基準（職員配置・面積基準）と保育士の処遇の抜本的な

改善をすること。

以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書を提出します。
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